
 

 

               

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認定企業に対する通知書交付式は下記により行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮崎労働局発表 

令和４年３月４日 

宮崎労働局 Press Release 

【照会先】宮崎労働局雇用環境・均等室 

室    長      狭 間 美 恵 

監 理 官      中玉利 浩治    

室長補佐      黒 木 章 寛 

（電話） 0985-38-8821   

 

宮崎労働局 （局長 田中大介）は、上記企業を、「女性活躍推進法」基づき、認定しま

した。 

今回の認定により、当局管内のえるぼし認定企業数は６社、となりました。 

宮崎県内で初めて建設業での認定企業となります。 

交付式開催のご案内 

【 日 時 】  令和４年３月８日（火）  15 時 00 分～ 

【 場 所 】  宮崎労働局４階労働基準部大会議室（宮崎市橘通東 3 丁目 1 番 22 号） 

【内 容】  局長あいさつ・認定通知書の交付・記念撮影 

 

※取材連絡について 

報道各社におかれましては、当日の写真撮影及び交付式終了後の認定企業へ 

の取材は可能です。取材の際はご一報お願い致します。 
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ERUBOSHI 
１.株式会社 矢野興業 

●宮崎市 ●建設業  
●令和 3 年 12 月 15 日認定 

女性活躍推進企業 
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参考資料 

1 「くるみん」認定企業 
（1）南國興産株式会社の取組状況 

（2）社会福祉法人浄信会の取組状況 

（3）株式会社大森淡水の取組状況 

（4）公益財団法人宮崎文化振興協会の取組状況 

（5）社会福祉法人立縫会の取組状況 

（6）株式会社宮崎県ソフトウェアセンターの取組状況 

（7）社会福祉法人えびの明友会の取組状況 

2 宮崎労働局におけるくるみん認定企業名簿 

宮崎労働局雇用環境・均等室         

〒880-0805  宮崎県宮崎市橘通東 3 丁目 1 番 22 号 

宮崎合同庁舎 4 階                              

TEL：0985-38-8821   FAX：0985-38-8831 3 くるみん認定基準 

 

 

 
 

 

女 性活躍推進に基づく「えるぼし認定」について  

女性活躍推進法は、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会の実 

現を目指すための法律です。 

この法律に基づいて、事業主は、自社における女性の活躍を推進す 

るための雇用環境整備や多様な労働条件整備に取り組むために「一般事 

業主行動計画」を策定することになっています。 

行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関す 

る取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、申 

請により「女性活躍推進企業」として、厚生労働大臣の認定を受けるこ 

とができます。    

なお、認定段階は基準を満たした数に応じて 3 段階あります。 

 

資料 No. 

01．えるぼし認定企業 株式会社 矢野興業の取組状況 

02．えるぼし認定企業一覧 

03．えるぼし認定の概要 

 

CONTENT
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資 料 01 

 

株式会社 矢野興業 

所 在 地： 宮崎県宮崎市 

事 業 内 容： 建設業 

代 表 者： 代表取締役 矢野 智久 

労働者数： 5２名 （女性７名） 

認定段階： 2 段階目 

 

【評価項目】 

１ 労働時間等の働き方 

⇒ 労働者 1 人当たりの時間外労働及び休日労働の合計時間数の平均が全ての月にお

いて、45 時間未満である。 

 

２ 管理職比率 

管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上である。 

⇒ 管理職に占める女性労働者の割合 4.8％ ＞ 産業平均値 2.4％ 

 

３ 多様なキャリアコース 

1 項目について実績あり。 

⇒ おおむね 30 歳以上の女性を通常の労働者として採用 1 人 

 

以上、３つの評価項目が、全ての認定基準に適合している。 
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認定
件数

認定段階
所在地

（市町村）
業種 労働者数 認定年月

1 ★★ 都城市 医療・福祉 191名 2019/3/1

2 ★★★ えびの市 製造業 683名 2019/11/29

3 ★★★ 小林市 医療・福祉 137名 2020/10/16

4 ★★★ 宮崎市
専門・技術
サービス業

14名 2020/11/17

5 ★★ 宮崎市
専門・技術
サービス業

5名 2021/9/28

6 ★★ 宮崎市 建設業 ５２名 2021/12/15株式会社矢野興業

A's社会保険労務士法人

株式会社長友総研

えびの電子工業株式会社

社会福祉法人浄信会

社会福祉法人常陽社会福祉事業団

企業名

          【R3年12月末現在】

　　　　　　認定企業数　6社

えるぼし認定企業一覧

資料02
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プラチナえるぼし ・策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目
標を達成したこと。

・男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。（※）
・プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たしている

こと（※）
・女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度の概要を除く。）のうち、
８項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。（※）

（※）実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

えるぼし
（３段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準の全てを満たし、その実績を
「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

えるぼし
（２段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

えるぼし
（１段階目）

・えるぼしの管理職比率、労働時間等の５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満
たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から
当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推
進企業データベース」に公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善し
ていること。

女性活躍推進法に基づく認定制度の概要

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である
事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。

認定を受けた事業主は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告等に付すことができ、女性活
躍推進企業であることをPRすることができます。

認定を受けた事業主であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等に
つながることが期待できます。

「えるぼし」認定は、評価基準を満たす項目数に応じて３段階あります。また、2019年（令和元年）
５月に女性活躍推進法が改正され、「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取
組の実施の状況が特に優良な事業主を認定する「プラチナえるぼし」認定ができました。

▶▶ 認定取得のメリット

▶▶ 認定の段階

※「プラチナえるぼし」認定の施行は2020年（令和２年）６月１日から施行されています。

資 料 03
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「１ 採用」、「２ 継続就業」、「３ 労働時間等の働き方」、「４ 管理職比率」、
「５ 多様なキャリアコース」の５つの評価項目があります。

次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。

(ⅰ) 男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること。

（直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」が、直近 ３事業年度の
平均した「採用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分 ごとにそれぞれ低いこと（
期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限る
）。）

(ⅱ) 直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。

①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える合は４割）
以上であること。

②正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が
４割を超える場合は４割）以上であること。

（※）正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみに該当すれば足りる。

▶「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」

▶▶１ 採用（区）

・(ⅰ)女性（男性）の競争倍率

「女性(男性)の応募者数(実質的な採用選考が始まった段階の人数)」÷「女性(男性)採用者数(内定者を含んでもよい)」

・(ⅰ)中途採用を含む

・(ⅰ)直近３事業年度の女性(男性)の競争倍率の平均値

{｢直近事業年度の女性(男性)の競争倍率｣＋｢(直近－１)事業年度の女性(男性)の競争倍率｣＋ ｢(直近－２)事業年度の

女性(男性)の競争倍率｣}÷３

・(ⅱ)②「平均値」は雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値。詳細は厚生労働省ホームページ（女性活躍
推進法特集ページ）へ。

※下線部は、2020年（令和２年）６月１日から新たに追加されています。

(ⅰ)  直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。

①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ご
とにそれぞれ７割以上であること。

（※）期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。

②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれ
ぞれ８割以上であること。

（※）新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約
を締結している労働者に限る。

(ⅱ) (ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。

直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上
であること。

▶▶２ 継続就業（区）

・(ⅰ)①平均継続勤務年数を算出するにあたり、有期雇用から無期雇用に転換した者については、有期雇用として勤務し
ていた期間についても原則含む(それまでの継続勤務年数が明確でない場合は、改正労働契約法の施行日である2013年
（平成25年）４月１日から状況把握日まで勤務継続していることとして差し支えない。また、転換者以外の無期雇用と
は別の雇用管理区分としても差し支えない。)

・(ⅰ)②女性(男性)の継続雇用割合

｢９～11事業年度前に採用した女性(男性)労働者であって現在雇用されている者の数｣÷｢９～11事業年度前に採用した

女性(男性)労働者の数｣

・(ⅱ)「平均値」は雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値。詳細は厚生労働省ホームページ（女性活躍推
進法特集ページ）へ。

※下線部は、2020年（令和２年）６月１日から新たに追加されています。
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▶▶３ 労働時間等の働き方（区）

雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均
が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

・ ｢各月の対象労働者の(法定時間外労働＋法定休日労働)の総時間数の合計」÷｢対象労働
者数｣ ＜ 45 時間

これにより難い場合は、

・ ［「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間の合計＝

(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」］ ÷「対象労働者数」＜ 45 時間

・対象者について、

事業場外みなし労働時間制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の２)

専門業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の３)

企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働者(労働基準法第38条の４）

管理監督者(労働基準法第41条)
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者(労働基準法第41条の２)

を除く

・｢各月の労働者数｣については、当該月の初日から末日まで従事した労働者をカウントし、各月の｢法定時間外労働｣、

｢法定休日労働｣、｢総労働時間｣については、当該月の初日から末日まで従事した労働者の｢法定時間外労働｣、｢法定

休日労働｣、｢総労働時間｣をカウントする。

次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。

(ⅰ)  直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上で
あること。

(ⅱ)  「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」
÷「直近３事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に昇進した男性労働者の割合」が
８割以上であること。

▶▶４ 管理職比率

・「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」にある労働者の合計

「課長級」とは、以下のいずれかに該当する者
・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、２係以上の組織からなり、若しくは、その構成員が10人以上(課長含む)の長
・同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者

（ただし、一番下の職階ではないこと）

・(ⅰ)「平均値」は雇用環境・均等局長が別に定める産業ごとの平均値。詳細は厚生労働省ホームページ（女性活躍
推進法特集ページ）へ。

・(ⅱ)１つ下位の職階から課長級に昇進した女性(男性)労働者の割合（＊）
｢直近の事業年度に課長級に昇進した女性(男性)労働者の数｣÷｢直近の事業年度開始の日に課長級より１つ下の職階の

女性(男性)労働者の数｣
・(ⅱ)直近３事業年度の平均値

{｢直近の事業年度の(＊)｣＋｢(直近－１)事業年度の(＊)｣＋｢(直近－2)事業年度の(＊)｣}÷３

・(ⅱ)昇進にあたって、一定の勤務年数や、１つ下位の職階に昇進してからの滞留年数を要件としている場合は、分母
（１つ下位の職階にある労働者総数）について、当該要件に該当する者に限定しても差し支えない。
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▶▶５ 多様なキャリアコース

直近の３事業年度のうち､以下ア～エについて、

・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は２項目以上（非正社員がいる場合は必ず

アを含むこと）

・常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は１項目以上

の実績を有すること

ア 女性の非正社員から正社員への転換（派：雇入れ）

イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用

エ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

・「非正社員」には、派遣労働者を含む。

・「短時間正社員」については、「正社員」に該当する。
「短時間正社員」とは、他の正規型のフルタイムの労働者と比較し、その所定労働時間（所定労働日数）が短い正規型の労働者

であって、以下の①、②のいずれにも該当する者

①期間の定めのない労働契約を締結している者

②時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等

である者

【留意点】
●(区)の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要。

※「雇用管理区分」とは

職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって､当該区分に属している労働者について他の区分
に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。雇用管理区分が同一か
の判断にあたっては、従事する職務の内容、人事異動(転勤、昇進・昇格を含む)の幅や頻度において他の区分に
属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断する。

(例：総合職（事務系）、総合職（技術系）、一般職（事務系）、契約社員、パートタイム労働者 ／
総合職、エリア総合職、一般職 ／ 事務職、技術職、専門職、現業職 など)

● 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数の１割程度に満たない雇用管理区分
がある場合は､職務内容等に照らし類似の雇用管理区分とまとめて算出して差し支えない。ただし、雇用形態が異
なる場合には、まとめて算出することはできない。

職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分をまとめるにあたっては、賃金待遇やキャリアの見通し等に大き
な違いがないものに限るよう留意すること。

● ｢直近の事業年度｣とは、原則として、認定申請を行う事業年度の前の事業年度とする。

ただし、例えば事業年度が毎年４月１日から翌年の３月31日までである事業主が、４月１日に認定申請をしよ
うとする場合など、申請時に前の事業年度の数字を把握することが困難な項目については、前々事業年度までの
数値等を用いることができる。

なお、事業年度については、必ずしも「４月１日から翌年の３月31日」となっていなくても、各社における事
業年度として差し支えない。

● 「正社員」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号。
以下「パート・有期雇用労働法」という。）第２条に規定する通常の労働者をいう。

「非正社員」とは、正社員以外の者をいう。
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